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第4 教育長報告

第5 議案審議
議案第27号 南島原市いじめ防止基本方針の改定について

第 6 その他
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(2) 次回教育委員会定例会の開催について
(3) その他
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南島原市教育委員会定例会教育長報告

○平成 2 9年 9月の諸会議並びに諸行事

28日(木 )9:30 部局長会議 (西有家庁舎)

10:00定例教育委員会 (南有馬庁舎)

13:30西有家小学校研究発表会 (中間発表)(西有家小)
16:00全国大会出場報告 (テニス、空手道)(西有家庁舎)

29日(金 )15:00社会教育委員兼公民館運営審議会委員会議(南有馬庁舎)

○平成 2 9年 10 月の諸会議並びに諸行事

1 日(日)8:00 市内小学校運動会 (南有馬小・有馬小)

8:00町民体育祭 (西有家町、深江町、加津佐町、口之津町)

2 日(月 )13:30学校訪問(布津中学校)

3 日(火 )9:30 第 12 回南島原市・雲仙市中学校総合体育大会駅伝競走 (諌早市)

4 日(水 )13:30学校訪問(小林小)

5 日 (木 )10:45 平成 2 9年度第 5回市校長会研修会 (コレジョホール)

19:30第 3回平成遣欧少年使節海外派遣事前研修会(西有家庁舎)

6 日 (金 )10:00議会閉会 (有家庁舎)

8 日 (日)9:30 第 8回南有馬地区体育祭 (南有馬運動公園グラウンド)

9 日 (月 )10:30宮中献穀事業「抜穂祭」 (加津佐町津波見地区)

10日(火 )16:30国民文化祭出場者 (花柳蘭氏)表敬訪問(西有家庁舎)

11日(水 )12:00九州都市教育長協議会定期総会並びに研究大会 (~10/1
3)( 熊本県八代市)

13日(金 )9:20 平成 2 9年度島原半島小・中学校事務職員研修大会 (深江ふ
るさと伝承館)

15 日 (日 )10:00 市表彰式 (コレジョホール )



16日(月 )9:30 校長中間面談 (~10/17)( 南有馬庁舎)

18日 (水 )16:30平成遣欧少年使節海外派遣壮行会 (西有家庁舎)

19日(木 )15:00平成遣欧少年使節海外派遣事業 (~10/2 9)( イタリア)

20日(金 )9:30 部局長会議 (西有家庁舎)
16:30第 4 5回マーチングバンド全国大会九州予選及び第 2 2回

マーチングイン九州 2 017 出場に伴う報告会及び激励会
(西有家庁舎)

27日(金 )13:30西有家中学校研究発表会 (本発表)(西有家中)

28 日 (土 )8:00 第 31 回島原半島少年ソフトボール大会 (布津グラウンド)

29 日 (日 )12:30 有家町文化祭開会行事 (コレジョホール)



議案第 2 7号

南島原市いじめ防止基本方針の改定について

提案理由

国の「いじめの防止等のための基本的な方針」が改定されたことに伴い、所要の改
正を行うもの。

平成 2 9年 10 月 3 0 日提日

南島原市教育委員会
委員長 近藤 孝信



●

南島原市いじめ防止基本方針

平成29 年10 月○日

南島原市・南島原市教育委員会
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はじめに

平成25 年6月28 日「し、じめ防止対策推進~山 が公布され 同年9月28 日に施行され

た。

このラ去律は、いじめの防止等のための対策に関し、国及び地方公共団体等の責務を明らか

にするとともに、いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定や、基本となる

事項を定めたものである。

さらに、法第「「条において、文部科学大臣が、いじめの防止等のための基本的な方針を

策定することとされていることを受け、平成25 年「0月「「日、国の「いじめの防止等の

ための基本的な方針」が策定された。

南島原市教育委員会では、これまでも、「いじめはどの子ども、どの学校にも起こりうる

ものである」「いじめは、人間として絶対に許されない卑怯な行為である」とし、う考えの下、

長崎県教育委員会「し、じめ対策ハンドブック」の活用及び南島原市教職員石冊-参「うずしおロ」

や「さきがけ」による学校の対応力向上、またスクール力ウンセラーの配置や′も、の教室相談

員等による教育相言粥本制の充実を図ってきた。加えて、各学校における生徒指導状況のチ殴屋

及び指導を行うなど、様々 ないじめ防止対策に取り組んできた。

南島原市いじめ防止基本方針は、これまでの取組に加え、国の基本的な方針を参酌し、さ

らなるいじめの防止、いじめの早期発見及び対処のための対策を、総合的かつ効果的に推進

するために策定したものである。

本基本方針に示したいじめの防止等の対策は、し、じめを受けた児童生徒の生命、心身を保

護することが最優先であることを認識しつつ、県、市、尚校、家庭、±趣或住民その他の関係

者の連携の下、いじめ問題等を根絶することを目指すものである。



第1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

1 いじめ防止対策推瓢維法制定の意義

いじめの問題への対応は、学校における最謹 1要課題の一つであり、-人の教職員カサ包え
込むのではなく、学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。また、関ィ需幾
関や地域の力も積極的に取り込むことが必要であり、これまでも、国や各地域、学校にお
いて、様々 な取組が行われてきた。
しかしながら、未だ、いじめを背景として、児童生徒の生命や心身に重大な危険が生じ

る事案が発生している。
いじめの問題への対応力は、わが国の教育力と国民の成熟度のチ罰票であり、子ども力斗妾

するメディアやインターネットを含め、他人の弱みを笑いものにしたり、暴力を肯定して
いると受け取られるような行為を許容したり、異質な他者を差別したりといった大人の振
る舞いが子どもに影響を与えるという≠爵商もある。
いじめから一人でも多くの子どもを救うためには、子どもを取り囲む大人一人一人が「い

じめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子どもにも、
どの学校にも、起こりうる」との意識を持ち、それぞれの役錯割と責任を自覚しなければな
らず、いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を
含めた社会全体に関する国民的な課題である。
このように、社会総がかりでいじめの問題に対崎するため、基本的な理念や体制を整備

することが必要であり、平成 25 年 6月、「いじめ防止対策推進夕刻 が成立した。
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2 市の墓‐本方針

(「)基本理念
いじめは、全ての児童生徒に起こりうる問題であり、人間として絶対に許されない卑怯

な行為である。本市が目指す教育努力目標「志をもって人格の高揚に励む市民」の達成に
重大な景擢…を及ぼすことから、学校の内外を問わず、し、じめが行われなし、ようにしなけれ
ばならない。
し、じめ防賦対策は、し、じめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが最優先であ

ることを認識しつつ、市、学校、地域住民、家庭その他関係者の連携の下、いじめの問題
を克服することを目指して行われなければならなし、。

地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、
当該地方公共団体におけるいじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的
に推進するための基本的な方針 (以下「地方いじめ防止基本方針」という。)
を定めるよう努めるものとする。 (いじめ防止対策推進法第「2条)

(2)基本方針の策定
南島原市及び南島原市教育委員会は、し、じめ防止対策推進法を踏まえ、基本理念を実現

するために、ここに「南島原市いじめ防止基本方針」 (以下「市し、じめ防止基本方針」)
を策定する。

(3) 市いじめ防止基本方針の目的
市いじめ防止基本方針は、いじめ問題への対策を社会総かがりで進め、いじめの防止、

し、じめの早期発見、し、じめへの対処、家庭や地域・関イ琳幾関間の連携等をより実効的なも
のにするため、法により新たに規定された、いじめへの組織的な対応、重大事態への対処
等に関する具体的な内容等を明らかにするとともに、これまでのいじめ対策の蓄積を生か
したいじめ防止等のための取組を定めるものである。
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3し、吻 鵡

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍して
いる等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物
理的な影響を与える行為 (インターネットを通じて行われるものを含む。)
であって、当該行為の対象となった目童等が心身の苦痛を感じてし、るものを
い う。

「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、
塾やスポーツクラブ等当該日;±生徒が関わってし、る仲間や集団 (グルーカ など、当該日
童生徒と何らかの人的関係を指す。
「心理的な景擢誓」とは、仲間はずれや集団による無視など、′も、理的に相手から影響を受

けることを意味する。
「物理的な景擢誓」とは、身体的な景擢…のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌な

ことを無理やりさせられたりすることなどを意味する。けんかは除<が、外見的にはけん
かのように見えることでも、し、じめられた児童生徒の感じる被害性に着目した見極めが必
要である。

ー具体的ないじめの態様(「長崎県いじ≧め防止基本方針」長崎県・長崎県教育委員会より)』

「)冷やかしやからかい、悪□や脅し文句、嫌なことを言われる
・身体や動作について不快なことを言われる
・存在を否定される
・嫌なあだ名をつけらコ九 しつこく呼ばれる

2) 仲間はずれ 集団による無視をされる
・対象の子が来ると、その場からみんないなくなる
・遊びやチームに入れない
・席を離される

3) ぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
・身体をこづかれたり、触って知らないふりをされたりする
・殴られる、蹴られる力幣桑り返される
・遊びと称して対象の子力学支をかけられる

4) 金品をたかられたり、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりされる
・脅され お途を取られる
・持ち物 (かばん・靴・教科書・ノート・ィ村桑服等) を盗まれる・隠される
・靴に画鋲やガムを入れられる
・写真や鞄、靴等を傷つけられる

5) 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
・万引きや他の子への恐喝を強要される
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・大勢の前で衣服を脱がされる
・教師や大人に対して暴言を吐かせられる

6) パソコンや携帯電話等で、誹謡中傷や嫌なことをされる
・パソコンや携帯電話の掲示板、ブ□グに恥ずかしい情報を載せられる
・いたずらや脅迫のメールが送られる
・SNS( ソーシャルネットワーキングサービス)のグループから故意に外される

これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認めら;九 早期に

警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生

じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、

教育的な配慮や被害者の意向を考慮し、警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を

とることが必要である。

また、表面上けんかやふざけ合いのように見える行為であっても、見えない所で被害

が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害

性に着目し、い以めの定義に該当するか否かを判断するものとする。

指導の工夫として、例えば好意から行った行為が意図せずに相手側の児瞳性徒に心身

の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者

力信謝罪虜処員昭葺導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等におし、ては、

学校は、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能で

ある。ただし、これらの場合であっても 法カ碇議するいじめに該当するため、事案を

~表第22 条の岩声校いじめ対策組織へ情報共有することは必要となる。
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4 いじめの防止等に関する基本的考え方

(「)いじめの防止

児童等は、いじめを行ってはならない。 (同第 4 条)

いじめは、「どの子にも、どの学校交でも起こりうること」「人間にとって絶対に許され
ない卑怯な行為」であり、どのような社会にあってもし、じめは、いじめる側が標し、とし、う
明快な一事を蒙鍔然とした態渡で、行きわたらせることが重要である。

このため、学校は、教育活動全体を通じ、全ての児童生徒に「いじめは決して許されな
い」ことの理解を促し、児童生徒の豊かな情操や道徳心1、自分の存在と他人の存在を等し
く認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、′かの通う人間関係を構築する能力の素地
を養うとともに、いじめの背景にあるストレス等の要因にも着目し、全ての児;立生徒が安
心、でき、自己肯定感や充実感を感じられる学校づくりも未然防止の観点から重要である。

保護者は、子の教育につし、て第一義的責任を有するものであって、その
保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範
意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
(同第9条)

保護者は、家庭の温かな人間関係の中で、児童生徒のいじめを許さない′、を育てるため
に、思いやりの′かや善悪の判断、正義感等を育むため研葺導を行わなければならない。
また、そのために日頃から児童 徒が悩み等を相談できる雰囲気づくりに努めることが

大切である。
学校や保護者の取組に加え、いじめの問題への対応の重要性についての認識を市民全体

に広め、家庭、地域と一体となって取組を推進するための普及啓発が必要である。

(2) いじめの早期発見
いじめの早期発見のためには、児童生徒のささいな変化に気づく力を高めることや、ま

た、「どうかな」と思ったら迷うことなく、個人面談や情報収集を行うことが必要である。
さらに、いじめの早期発見のため、学校は、定期的・必要に一応じたアンケートや教育相

談の実施、電話相談窓□の周知等により、児童生徒がいじめを訴;えやすい体制を整えると
ともに、家庭、地域と連携して情報を収集する等、地域ぐるみで児童生徒を見守ることが
必要である。

(3) いじめへの対処
いじめがあること力怖窪認された場合、学校は直ちに、教職員が連携し、いじめを受けた

児童生そ走やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒に
対して事情を確認した上で適切に指導する等、組織的な対応を行うことが必要である。

6



また、家庭や南島原市教育委員会への連絡・相談や、事案に応じ、関ィ需幾関との連携が
必要である。このため、教職員は平素から、し、じめを把握した場合の対処の在り方につい
て、理解を深めておくとともに、学校として組織的な対応を可能とするような体制整備が
必要である。

(4) 家庭や地域との連携について
いじめ問題を認知したら、関係の児童生そ走や家庭間での解決を図るだけでなく、事案に

よっては PTA や関1濡幾関と協議することも必要である。PTA の会合で取り上げたり、
関“納幾関との協議を設定したりする場合は、解決に向けた取組としてねらいや内容を明確
にすることが大切であるとともに、個人-静銀やプライバシーの問題も踏まえ、慎重に対応
することが重要である。

(5) 関ず需幾関との連携について
いじめの問題への対応において、学校や学校の設鋤畳者 (南島原市教育委員会)の指導に

より十分な効果を上げることが困難な場合には、関係機関 (南島原市関係部局、南島原警
察署、長崎県子ども・女性・B章害者支援センター、医療機関、法務局等) との適切な連携
が必要であり、そのためには平素から関係機関の窓□や連絡会議の開催等、情報共有体制
を構築しておくことが必要である。
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第2 い以め防止等のだめの対策の内容に関する事項

(「)いじめの防止
① 学校、家庭、地域間の連携の強化、関f需幾関との連携、その他必要な体制を整備す

る。

② 保護者が、子どもの規範意識を養うため昭葺導等を適切に行うことができるよう保
護者、家庭への支援に努める。

③ いじめの防止等のだめの対策力 専門的知識に基づき適切に行われるよう、必要な
人員を配置する。また、いじめの防止を含む教育相談に応じる者、及びいじめへの対
処に関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等、必要な措置を
講じる。

④ 全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実に努める。
⑤ 「長崎っ子の心を見つめる教育週間」等を活用して、家庭や地域と連携した取組を
推進し、夫騨苑意識や自ら正しく判断し責任を持って行動する力を育成する。

⑥ 児;立生徒の自己肯定感を育む教育等を推進する。
⑦ 児童生徒及び保護者並びに教職員に対し、いじめを防止することの重要性に関する
理解を深めるための啓発その他必要な措置を講じる。

⑧ 児童生そ走及び保護者が、インターネットを通じて行われるし、じめを防止し、及び効
果的に対処することができるよう、メディア安全指導員による講演など、必要な啓発
活動の機会を提供する。

(2) いじめの早期発見
① し、じめの通報及び相談を受けるための体制を整備し、周知を図る。
② いじめの防止及び早期発見のための方策等、いじめの防止等のために必要な事項や
いじめの防止等のための対策を実施する。

③ 学校におけるいじめの防止等の取組の点検・充実に努める。
○各小・中学校から定期的に報告を受けるとともに、その取組を点検し、実態チ豊屋に
努める。

○「いじめ対策ハンドブック」・「いじめ問題への取組についてのチェックポイント」
(長崎県教育委員会)を有効に活用し、学校におけるいじめの防止等の取組の充実

を促す。
④ PTA や地域の関係団体と組織的に連携・協働する体制を構築する。
⑤ 尚ネ亮及び市民から、児童生徒のいじめに係る相談を受けた場合で、いじめの事実が
あると思われるときは、当該児童生徒が在籍する学校へ指導等の適切な措置をとる。
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(3) いじめに対する措置
① 教育相談に係る石刑-参を充実させ、教職員の教育相談技能の向上を図る。
② 教育相言洲本制の充実を図るため、スクールカウンセラーを配置・派鑓1及びiかの教室
の整備、通級型心、の教室「つばさ」の充実を図る。

③ 問題を抱えるリ宅;±生徒の生活環境等の課題解決のため、南島原市子ども未来課と連
携し、スクールソーシャルワーカーの配置・派鑓 1する。

④ 「学校・警察の相互連絡制度」を積極的に運用するとともに、警察官糸鵜英者である
スクールサポーターや、南島原警察署及び長崎県警察少年サポートセンター等を通じ
て、警察との情報共有を進め、早期の支援に努める。

⑤ 児童生そ走及び保護者並びに教職員が、し、じめに係る相談を行うことができる「し、じ
め対策委員会」及び「南島原市し、じめ問題等対策チ一塊 を学校・南島原市教育委員
会にそれぞれ設気重し、体制を整備する。

⑥ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組 (いじめが起きに<い・いじめを許さない環
境づ〈りに係る取組、早期発見・事款寸処のマニュアルの実行、定期的・必要に応じ
たアンケート、個人面談・保護者面談の夷6観 校内石刑多の実施等)のぬコ6観杷兄を学校
評価の評価項目に位置付けるよう、各学校に対して必要な指導・助言を行う。

⑦ 教員評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、いじめの有無やその多
寡のみを評価するのではな〈、日頃からの児適性徒の王竪翼 末然防止や早期発見 し、
じめが発生した際は問題を隠さず迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等につし、て
評価するよう、実施要領の策定や評価記録書の作1爽 各学校における教員評価への必
要な指導・助言を行う。
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2 学 の一艶可る施策

学校は、いじめの防止等のため、学校いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止等の
ための組織を編成して、校長のリーダーシップの下、体制を確立し、学校の設罰量者 (南島
原市教育委員会)とも連携の上、学校の実情に応じた対策を推進する。

学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、そ
の学校の実績に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関
する基本的な方針を定めるものとする。 (同第「3条)

(「)学校いじめ防止基本方針の策定及び公開
学校は、国や市の基本方針を参酌し、し、じめの防止等の取組の基本的な方向や、し、じ

めの防止等のための取組の内容等を「○○学校いじめ防止基本方針」 (以下「学校基
本フラ針」)として定め、学校のホームページへα毅載その他の方法により公開し、保護
者や地域住民が内容を容易に確認できるようにする。

(2) 学校いじめ防止基本方針の内容
学校基本方針には、
①「いじめの防止」
②「いじめの早期発見」
③「いじめに対する措置」

を主な項目として「学校がどのような子どもを育てようとしているのか」、そのために
「教職員は何をするのか」、「保護者や地域はどう協力するのか」「関f需幾関とどう連
携するのか」等を示す。
具体的には、次のような取組例が考えられる。

①い以めの防止
し、じめを生まなし、学校づくりに向け、校内研葺尊体制の確立、家庭・地域との連携

強化、子どもの自己指導能力の育成などが大切である。
○いじめを生まない学校づくり
ア 校内指導体制の確立
特定の教職員か問題を抱え込むことなく、いじめの重大-性を全学期哉員で認識し、
校長を中心、に一致協力した指導体制を確立する。

イ 教師の指導力の向上
「い以め対策ハンドブック」や「し、以めのない学校・学級づ<り実践資米鴇包 を
活用した研1参を実施する等、し、以め問題に関する指導上の留意点などにつし、て、
教職員間の共通理解を図り、その観察力や対応力の向上に努める。

ウ 人権意識と生命尊重の態度の育成
人権教育の充実と、お互いを思いやり、尊重し、生命を大切にする指導等に努め

「O



る。全ての教育活動を通して、社会性を培う取組や共感狛勺人間関係を育成する指
導・支援を糸圏売する。

工 道徳を養う道徳教育の充実
「長崎っ子の心を見つめる教育週間」等を活用し、い以め防止や生命尊重等道徳
性の育成をねらし、とした取組を行う。

オ 子どもの自己肯定感の育成
児適性徒と教職員及び児適性徒同士の信頼関係を構築し、自他を認め合し、一人-
人‘こ居場所のある尚校9ョ活の中で、児瞳性徒の発達の段階に応じて、「夢・憧れ・
志」を育む濠攻音等を推進し、自己肯定感を高める。

力 子どもの自己指導能力の育成
小・中学校における道徳科の授業をは以ぬ道徳教育はもとより、学糸批舌動、児瞳
会・生徒会活動等におし、て、し、以めに関わる問題を取り上げるなど、児浬宣生徒が
自主的に取り組む活動を計画的に仕組み、指導・支援する。また、「非行防止教
室のための教師用指導資料」等を活用し、児瞳1生徒の「規範意1凱 や「思し、やり
の′山-」の育成を図る。

キ 学校として特に配慮が必要な児瞳生徒
○発達障彰害を含む、障害のある児適性徒がかかわるし、じめにつし、ては、教職員が
個々 のり日蓮生徒の障害の特性への王劉繋を深めるとともに、個別の教育支援計画
や個別d男旨尊計画を活用した情報共有を行し、つつ、当該児適性徒のニーズや特

′性、専門家の意見を踏まえた適切な指導及び必要な支援を行うことが必要であ
る。

○海外から帰国した児謹性徒やタト国人の児適性徒、国際結婚の保護者を持つなど
の外国につながるリ日蓮性徒は、言語や文化の差から、学校交での学びにおし、て困
難を抱える場合も多いことに留意し、それらの差からいじめが行われることが
なし、よう、教職員、児瞳生徒、保護者等の外国人児適性徒等に対する理解を促
進するとともに、郭交全体で~玉割高采〈見守り、必要な支援を行う。

0 性同一性ョ障害や性的指向・-性自認に係る児適性徒に対するし、以めを防止するた
め、性同ー性障零害や性的指向・性自認については様々 な考え方や捉え方がある
ことを踏まえ、特定の考え方に固執しなし、よう教職員への正しい王電解CDI足建や、
学校として必要な対応について周知する。

○東日本大震災により被災したり暇室生徒又は原子力発電所事故により避難してい
る児連性徒、風水害等の自然災害に遭った児童生徒 (以下「被災児童生衡 と
いう)が受けた心身への多大な最影響や慣れなし、環境への不安感等を教職員が十
分に王劉解し、当該り日適性徒に対する′かのケアを適切に行し、、細心、のラ主意を払し、
ながら、被災児瞳性徒に対するい以めの床!然防止・早期発見に取り組む。
上記の児瞳性徒を含ぬ 学校として特に配慮が必要な児立生徒につし、ては、

日常的に、当該児謹性徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者
との連携、周囲のり日蓮性徒に対する必要な指導を組織的に行う。

ク 家庭、PTA 、学校評議員会、郭交支援会議、地域団体との連携強化
家庭やPTA 、±趣或の関係団体とともに、いじめ問題等について協泰義する機会を
設け、いじめの根絶に向けた±趣或ぐるみの対策を推進する。また、保護者向けリ
ーフレット「大切な子どもたちをい以めから守るために」等を活用し、学校・保



護者・±徹或等が一体となった取組を推進する。
ケ 「学校いじめ防止基本方針」の周知
入学時、各年度始めには、児適性徒、保護者、関1需幾関等へし、以め問題に対する
出校基本方針を必ず言兇明し、学校や保護者の責任等を明らかにするとともに、保
護者や±也或の王劉曙を得る。また、より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止
めることができるようにする。

コ 「学校いじめ防止基本方針」による取組の評価
各学校は、学校基本方針に基づく取組 (い以めが起きにくい・いじめを許さない
環境づくりに係る取組、早期発見・事案対処のマニュアルの実行、定期的・必要
に応じたアンケート、個人面談・保護者面談の実施、校内石川珍の実施等)の実施
状況を学校評価の評価項目に位置付け、目標の遭刻犬況を評価する。評価結果を
踏まえ、取組の改善を図る。また、「いじめ問題への取組についてのチェックポ
イント」等を定期的に活用し、計画的かつ糸酬売的な点検・評価に取り組むととも
に、し、以めに対する教職員の問題意識をヂ蔀売させる。

②いじめの早期発見
子どもに関する情報を全職員で共有することは、いじめの問題に対する具体的取組

の第一歩である。このため、日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、
児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さないよう日常的に児童生徒観察や情報共有
に努める。併せて、学校は定期的・必要に応じたアンケートや教育相談の実施、さら
には、メッセージ「長崎県の子どもたちへ」等の活用により、児童生徒がいじめを訴
えやすい体制を整え、いじめの実態≠豊屋に取り組む。

○早期発見のための措置
ア 教職員による日常的な児童生徒観察や情報交換
児適性徒のささいな変化に気づし、た場合、教職員がし、つでも情報を共有できる工
夫 (5W 「H気づきメモなど)を行う。

イ 定期的・必要に応じたアンケートや個人面談等の実施
児瞳性徒の坐ミ舌実態につし、て、ぬ期的・必要に応じたアンケートや個人面談・保
護者面談の尚コ瓶 生活ノート{の活用等、きめ細かなヂ豊屋に努める。

ウ 教育相言嬉本制の整備とスクールカウンセラー、′D、の教室相談員の活用
校内に児適性徒や保護者等の悩みを積極的に受け止めることができる教育相談体
制を整備する。また、その充実に向け、スクールカウンセラーやスクールソーシ
ャルワーカーなど、学校内外の専門家の活用を図る。

工 PTA や地域の各機関との情報の共有
児適性徒の悩みや相談をより多く受け止めることができるように、PTA や地域
の関係団体と組織的に連携・協働する体制を構築する。

オ 相談機関等の周知
尚校以外の相談窓□ (24 時間子供SOS ダイヤル、メール相談窓□、親子ホッ
トライン等)について、周知や広報を糸瞬売して行う。
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⑧いじめに対する措置
し、じめの発見・通報を受けた場合には、特定曙安職員で抱え込まず、速やかに組織

的に対応する。被害児童生徒の安全・生命を最優先するとともに、教育的配慮の下、
毅然とした態度で加害児童生徒を指導する。これらの対応につし、て、教職員全員の共
通理角& 保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。
○実際の対応
ア いじめの発見や相談を受けたときの対応
・いじめと疑われる行為を発見した場合は、その場でその行為を止める。
・児童生徒(胡呆護者からいじめの相談ぬ訴えがあった場合は、真撃に傾護憲する。
・いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持つ。
・いじめられた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全・生命を確保する。
・正確かつ迅速な事実関係の≠豊扇こ努める。
・事実を隠すことなく、保護者等と協力して対応する体制を整える。

イ 組織的な対応
・事例を教職員一人で抱え込まず、各学校が言紐書する「いじめ対策委員会」 (P
「3参照)へ報告し、その情報を共有する。

・校長がリーダシップを取る当該組織が中心、となり、速やかにその指導・支援体
制を組み、対応の組織化を図る。

ウ いじめられた児童生そ走及びその保護者への支援
・いじめられている児童生徒から、事実関係の耳,観取を行う。
・′かのケアや様々な弾力的措置等、いじめから守ることを伝え、対応を行う。
・また、家庭訪問等により、確実な情報を迅速に保護者へ伝え、今後の対応につ
いて保護者とi筒報を共有する。

・いじめられた児童 徒にとって信頼できる人 (親しい友人や教職員、家族、地
域の人等)と連携し、いじめられた児童生徒に寄り添い支える体制を作る。

・状況に応じて、心理・福祉等の外部専門家の協力を得る。
工 いじめた児童生徒へ研葺尊又はその保護者への助言
・いじめたとされる児童生徒からも事実関係の耳,観取を行う。
・いじめ力怖窪認された場合、学校は組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止
する措置をとる。

・いじめの状況に応じて、孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、
特別の指導計画による指導 (出席停止も含む)のず也 警察等との連携による措
置も含め毅然とした対応を行う。

・確実なi情報を迅速に保護者へ伝え、糸圏売的な助言を行う。
オ いじめの事実調査
・アンケート調査等を実施し、その結果を製こ、聞き取り対象者等の絞込みを行う。

力 集団への働きかけ
・「いじめ対策ハンドブック」 (長崎県教育委員会)に示されている「観血」や
「傍観者」の中からいじめを抑止する「仲裁者」カ性現れるよう、或いは誰かに
相談する勇気を持つよう指導する。

・互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりに努める。
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●いじめの4構造- 「いじめ対策ハンドブック」 (長崎県教育委員会)より-

いじめて 観 衆 傍観者
いる子ども (心理的同額者) (無関心者)

「見て見ぬふり」

-巴あら舵

いる子ども,

キ いじめ解消の要件
い以めが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされてい
る必要がある。ただし、これらの要件力篤高たされている場合であっても、必要に
応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。進級・進学・転学の際は、引継
ぎシート等を活用し筒報を確実に引き継ぐ。
(要件1) いじめに係る行為が止んでいること

被害者に対する心理的又は物理的な景濯ぎを与える行為 (インターネット
を通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間聯圏続して
いること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、
し、以め噺密書の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される
場合は、この目安にかかわらず、学校の設罰雪者又は学校い以め対策組織の
判断により、より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は、相
当の期間力帯蓋国するまでは、被害 0害児童生徒餅養子を含め状況を注視
し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいなし、場合は、改め
て、相当の期間を設定して状況を注視する。

(要件2) 被害児蓮性徒が心身の苦痛を感じてし、ないこと
い以めに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害

児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められるこ
と。被害児瞳性徒本入及びその保護者に対 ′D、身の苦痛を感じていない
かどうかを面談等により確認する。
学校は、い以めが解消に至っていなし、段階では、被害児適性徒を徹底的

に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。学校い以め対策組
織においては、い以めが解消に至るまで被害児童生徒の支援を継続するた
め、支援内容、情報共有、教職員の役織割分担を含む対処プランを策定し、
確実に実行する。

上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解
消している」状態に至った場合でも、い以めが再発する可能性が十分にあり得る
ことを踏まえ、尚校の教職員は、当該し、じ兆めAの旅嘘書児童生徒及び加害児瞳性徒に
ついては、日常的に~主意じ采く観察する必要がある。
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ク ネット上のいじめへの対応
・ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、ただち
に削除する措置をとる。

・必要に応じ、警察や法務局等と適切な連携を図る。

(3) 「いじめ対策委員会」の設置 (名称は学校の判断による。)

学校は、当該学校におけるいじめ防止等に関する措置を実効的に行う
ため、当該学校の複数の教職員、一』1理、福祉等に関する専門的な知識を
有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のた
めの組織を置くものとする。
(同第22 条)

いじめに対しては、学校力酪且織的に対応することが重要であり、また、必要に応じて、
心、理や福祉の専門家、医師、教員・警察経験者などの外部専門家、その他保護者、学校評
議員や尚ヰ交支援会議委員、尚ネ党運営t筋猫義会委員、民生委員などの地域関係者が参加しなが
ら対応する。
① 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・不輔正・修正の
中核としての役織割
○学校基本方針の策定や見直し
○し、じめ防止の取組のチェック・ケースネ輔正・計画の見直し
○外部専門家との連携・役織割分担の計画

② いじめの相談・通報の窓□としての役織割
○窓□・手順・連絡方法の明確化と周知

③ いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共
有を行う役割

④ いじめに組織的に対応するための中核としての役銚割
○通報や1青報を得たときは、緊急会議を開催する。
○必要に応じて外部専門家及び地域関係者等を招集する。
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3 重大事態への対処

(「)学校又は学校の言艶書者 (南島原市教育委員会)による調査

学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態 (以
下「重大事態」という。) に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生
の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の
下に組織を設け、
質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確
にするための調査を行うものとする。

- いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大
な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

二 いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間を欠席するこ
とを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行った
ときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該
調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するもの
とする。

(同第28 条)
3 第「項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置
者は、 同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必
要な指導及び 支援を行うものとする。

①重大事態の発生と調査
ア 調査を要する重大事態の例
○ 生命、心身又は財産に重大な被害が生じた場合
・児童生徒が自殺を企図した場合
・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合
・精神性の疾患を発症した場合

○ 相当の期間学校を欠席することを余儀な<されている場合
・不登校 (年間30 日出席なし)の定義を踏まえるが、児童生徒が一定期間連続
して欠席しているような場合も、校長又は南島原市教育委員会の判断で重大事
態と認識する。

0 その他の場合
・児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあった場
　

イ 重大事態の報告
○ 校長が重大事態を認矢□した場合、直ちに発生の報告を行う。
・市内小・中学校長 → 南島原市教育委員会 → 市長
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ウ 調査の主体
○ 南島原市教育委員会は、学校からの報告を受けた際、その事案の調査を行う
主体及び調査組織を判断する。

○ 学校が主体となって調査を行う場合、南島原市教育委員会は、必要なキ艶良
人的措置等の適切な支援を行う。

○ 南島原市教育委員会が主体となって行う場合は、以下の通りである。
・学校主体の調査では、重大事態への対応及び同種の事態の発生の防止に必ず
しも十分な結果を得られないと判断する場合

・学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合
○ 学校力幣鮒哉した「いじめ対策委員会」又は南島原市教育委員会が設罰重しだ
「南島原市教育委員会いじめ問題等対策チーム」において調査を行う。ただし、
構成員の中に、調査対象となるし、じめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別
の利害関係を有する者がいた場合、その者を除き、新たに適切な専門家を加え
るなど、公平性・中立性の確保を最優先する。

工 調査を行う組織
0 学校力桁且織した「し、以め対策委員△劃 又は南島原市教育委員会力晴又気重した「し、
じめ問題等対策チー山 、南島原市力信讃罰重しだ「再調査委員会」等におし、て調査
を行う。ただし、構成員の中に、調査対象となるし、じおめ事案の関係者と直接の人
間関係又は特別の利害関係を有する者がいた副湯合、その者を除き、新たに適切な
専門家を加えるなど、公平性・中立性を確保する。

オ 事実関係を明確にするための調査の実施
○ 重大事態に至る要因となったいじめ行為カー

・いつ頃から
・誰から行われ
・どのような態様で
・いじめを生んだ背景事情
・児童生徒の人間関係
・学校、教職員の対応
などの事実関係を可能な限り網羅的に明確にする。この際、客観的な事実関係を
速やかに調査する。

○ いじめられた児童生徒からの聴取が可能な場合
・いじめられた児童生徒から十分に聴き取る。
・在籍児:立生〒走や教職員に対する質問紙調査や聴取調査を行い、客観的な事実を
明らかにする。

・事案の内容や個別の1青報が広く明らかになり、被害児童生徒や清幸腿是供者に被
害が及ぱなし、よう十分留意する。

・いじめた児童生徒に対しては、調査による事実関係の確認をするとともに、指
導を行い、いじめ行為を止める。

・いじめられた児童生徒に対しては、生命等の保護を最優先にし、事情や心情を
聴取し、状況にあわせた糸酬売的なケアを行う。 (学校生活復帰、学習支援等)

・南島原市教育委員会は、調査に対し、積極的に指導・支援したり、関1需幾関と
連携したりして、対応する。
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○ いじめられた児童生徒からの聴取が不可能な場合
(いじめられた児童 徒が入院又は死亡した場合)

・いじめられた児童生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護
者と今後の調査につし、て協議し、調査に着手する。

・調査方法の例として、質問紙調査や聴取調査等がある。
力 いじめられた児童生徒が死亡した時の対応
○ その後の自殺防止に資する観点から、自殺の背景調査を実施する。その際、亡
くなった児童生徒の尊厳を保持しつつ、その死に至った経過をネ宛正し、再発防止
策を講ずることを目指し、遺族の気持ちに十分配慮しながら行う。
・遺族の要望・意見を十分に聴取する。
・在校生及びその保護者に対しても、できる限りの配慮と説明を行う。
・遺族に対して主体的に、在校生への調査の実施を提案する。その際、調査の目
的・目標、調査を行う組織の構成、概ねの期間、方法、入手資料の取扱い、遺
族への説明の在り方、調査結果の公表に関する方針について、できる限り、遺
族と合意してお<。

・資料や情報は、できる限り、偏りのないよう、多く収集し、それらの信頼性の
吟味を含めて、専門的知識及び経験を有する者の援助の下、客観的、総合的に
分析評価を行う。

・学校力樗周査を行う場合において、南島原市教育委員会は、情報の提供方法、実
施内容、実施時期について必要な指導及び支援を行う。

・情報発信、報道対応については、プライバシーへの配慮の上、正確で一貫した
情報提供を行う。

戦調査結果の報告及び提供
ア 調査結果は、速やかに報告を行う。
○ 調査結果の報告先は、下記の通り。
・市内小・中学校長 → 南島原市教育委員会 → 市長
・南島原市教育委員会 → 市長

イ いじめを受けた児童生そ走及び保護者へ情報を適切に提供する。
○ 学校又は学校の設銅醤者 (南島原市教育委員会) は、いじめを受けた児童生徒
やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有する
ことを踏まえ、調査により明らかになった事実関係について、いじめを受けた児
立生〒走やその保護者に対して説明する。

【調査結果を報告する際の留意事項】
・他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情
報に十分配慮する。

・調査結果については、いじめられた児童生徒又はその保護者に提供
する場合があることをあらかじめ念頭に置き、調査対象となる在校
生やその保護者への確認が必要である。

・学校が調査を行う場合においては、南島原市教育委員会は、情報の
提供の内容・方法・時期などについて必要な指導及び支援を行う。
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(2) 「南島原市教育委員会し、じめ問題等対策チーム」の設置
南島原市教育委員会は、いじめ問題の調査・対応するため、「南島原市教育委員会い

じめ問題等対策チーム」を設置する。
また、標記チームには、教育長、学校教育課長、学校教育課学校教育鋤生長、学校教育

課生徒指導担当、その他必要な人員で構成する。
標記対策チームは、主に以下の内容を担うものとする。

○ 市立小・中学校におけるいじめの事案について、学校からいじめの報告を受け、
自ら調査を行う必要がある場合に当言弼周査に当たる。

○ 市立小・中学校におけるいじめに関する通報や相談を受け、学校と連携して問題
の解決を図るとともに、学校へ研冒尊及び支援を行う。

(3) 市長による再調査及び措置
①再調査
○ 重大事態の報告を受けた市長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重
大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、報告結果に
ついて再調査を行うことができる。

○ 再調査を行う機関は、「再調査委員会」とし、第三者的な立場から当言弼周査の公
平性・中立性を図る。上記より、事務局は市長部局のこども未来課に置く。

○ 「再調査委員会」は、ジ声律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識経
験その他い以めに関する調査審議を行うために必要な知識経鵜英を有する者のうちか
ら、市長が隷属する。

○ いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して、適時・適切な方法で、調査
の進捗状況及び調査結果を説明する。

② 再調査の結果を踏まえた措置等
○ 再調査を行った場合、その結果を市議会に報告する。
○ 再調査の結果を踏まえ、当言弼間査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と
同種の事態の発生防止のために必要な措置を講ずる。
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(4) 対処フ□-図

重大事態の発生

学 校

南島原市教育委員会 市長への
発生報告

いじめ対策委員会 いじめ問題等対策チーム
(学校の下に設置) (教育委員会の下に設置)

校長・教頭・教職員・PTA 役員 教育長・学校教育課長・学校教育班長
・SC ・SSW ・医師・警察 ・学校評 ・生徒指導担当・必要な構成員

議員・民生委員・主任児童委員等

南島原市教育委員会
調査結果の報告

市 長 市議会

再調査委員会 (事務局 :こども未来課)
法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識経験その他

いじめに関する調査審議を行うために必要な知識経験を有する者

再調査

再発防止
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第3 その他いじmmwol別防止等のための対策に関する重要事項

南島原市は、当該基本方針の策定から3年の経過を目処として、~去の施行状況や国及び県
の基本フラ針の変更等を勘案して、基本方針の見直しを検討し、必要があると認められるとき
は、その結果に基づいて必要な措置を講じる。
加えて、南島原市は、設織書する学校における学校基本方針について、それぞれの策定幻燈兄

を確認し、公液…する。
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